
令和元年１１月  ５日 

梅ヶ丘拠点整備担当部 

 

世田谷区立保健医療福祉総合プラザの指定管理者候補者の選定結果について 

 

（付議の要旨） 

令和２年４月に新規開設する世田谷区立保健医療福祉総合プラザの指定管理者の候補者

について、下記のとおり選定したので、報告する。 

 

１．主旨 

令和２年４月 1 日に新規開設する世田谷区立保健医療福祉総合プラザ（以下「総合プ

ラザ」という。）の指定管理者候補者について、世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例

（以下、条例という。）第２５条第１項に基づき、公募を実施し、指定管理者の候補者を

以下とおり選定した。同条第４項に基づき、当該候補者を指定管理者として指定するた

め、令和元年第４回区議会定例会へ議案を提出する。 

 

２．施設名称及び指定管理者の候補者名等 

施設名称 所在地 指定管理者の候補者名 

世田谷区立保健医療福祉

総合プラザ 

世田谷区松原六丁目

３７番１０号 

シダックス大新東ヒューマン

サービス株式会社 

 

３．指定期間 

  ５年間（令和２年４月１日～令和７年３月３１日） 

 

４．選定方法等 

（１）選定方法 

条例に基づき、総合プラザの運営や維持管理業務等を実施するにあたり、事業者の

柔軟な発想と創意工夫、経営手法を活用することにより、利用者ニーズへの的確な対

応などを通じ、世代や障害の有無を超えた多様な交流を生み出し、地域に開かれた施

設として運営を図るため、「公募」により事業者を募集した。条例施行規則及び指定管

理者選定委員会設置要綱に基づき設置した選定委員会において、応募者から提出を受

けた事業計画書等関係書類等の審査を実施した。 

 

（２）公募 

・６月３日から６月２１日 公募要項の配布 

・６月２６日   公募に関する説明会（１２法人参加） 

・７月４日から７月１０日 参加表明の受付（６団体から指定申請書提出） 

・８月１日から８月 ７日 提案書の受付（５団体から提案書提出、１団体辞退） 

 

（３）選定経緯 

①選定委員会開催状況 

第１回選定委員会 令和元年５月２２日（選定基準、審査方法等の審議） 

第２回選定委員会 令和元年９月 ４日（１次審査（書類審査）、財務審査結果） 

第３回選定委員会 令和元年９月２７日 

（２次審査（ヒアリング）、指定管理者候補者の選定） 

※会議録要旨は資料１～３のとおり 

 



②１次審査 

書類審査と財務審査をそれぞれ行い、財務審査において２次審査の対象としないも

のとなる「５段階中の下位２段階に評価された者」がいないことを確認した上で、書

類審査における合計点の上位４者を、１次審査通過者とした。 

 

③２次審査 

１次審査通過者について、事務局により実地調査を実施し、その結果を選定委員会

に報告した。選定委員会では、実地調査の結果報告を踏まえ、選定委員による１次審

査通過者のヒアリングを実施した。 

総合審査において、上記１次審査、２次審査及び財務審査結果を総合的に審議・評

価し、指定管理者の候補者を選定した。 

 

（４）選定委員会の構成（○は委員長） 

氏   名 役職・所属等 

○ 和気 純子 首都大学東京人文社会学部教授、地域保健福祉審議会委員 
 朝日 雅也 埼玉県立大学保健医療福祉学部教授、障害者施策推進協議会委員 
 木原 諄二 松原５・６丁目自治会長、地域交流会議委員 
 大場 弘 民生委員児童委員協議会副会長、地域交流会議委員 
 板谷 雅光 梅ヶ丘拠点整備担当部長（任期：令和元年5月22日から令和元年7月10日まで） 
 木本 義彦 北沢保健福祉センター所長（任期：令和元年7月11日から令和2年3月31日まで） 
 長岡 光春 高齢福祉部長 
 片桐 誠 障害福祉部長 
 

５．選定結果 

  別紙「選定結果」のとおり。 

 

６．選定理由 

  上記指定管理者の候補者は、給食業務や施設の管理運営業務などの幅広い業務を展開

する総合力を有していることに加え、グループ企業としての雇用の確保や災害時の対応

なども行う体制を整えており、障害者雇用の実績も十分に有している。 

  また、区内の高齢者・障害者施設のほか、各地の保健医療福祉関連施設等の指定管理

者として施設運営を行なうなど実績が豊富で、財務審査における評価も良好である。 

  今回の提案では、カフェを活用した魅力あるイベントや、隣接する民間施設棟など拠

点内施設や近隣の学校等との連携などの提案に具体性があり、拠点内施設の事業の相乗

効果や幅広い地域交流に期待ができる。自主事業などの参加料も安くおさえ、施設の周

知と利用者の拡大を重視している点も、利用者満足度の向上が期待できる。 

  以上の理由により、提案があった団体の中で総合的に最も高く評価された団体である

ため、指定管理者の候補として適している。 

 

７．選定事業者の事業計画書 

別添 事業計画書のとおり 

 

８．今後の予定 

  令和元年１１月   福祉保健常任委員会（指定管理者の指定） 

            区議会第四回定例会（指定管理者の指定の議案） 

  令和２年 ４月１日 指定管理者による管理運営開始  


